
管路包括業務における
サウンディング型市場調査

令和３年（２０２１年）１２月

1

東部流域下水道事務所



目 次

○サウンディング型市場調査の目的・・・・・・・・・・・・・・・・・３
○下水道事業の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４
○下水道事業の課題への対応・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５
○民間活力の活用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６～８
○想定事業スキーム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ９～１０
○包括的民間委託対象業務の内容・・・・・・・・・・・・・・・・・ １１～１３
○導入スケジュール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １４
〇用語の定義・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １５～１６

2



大阪府東部流域下水道管内の管路施設は、全国に先駆けて流域下水
道に着手した経過もあり、現在、老朽化（布設後50年経過）の進行に伴い、
点検、調査及び補修等の維持管理業務が年々増加してきているところで
す。

また、職員の減少により、今後さらに増加する業務への対応に苦慮して
いるところです。

そこで、持続的かつ効果的な維持管理を推進するため、官民連携手法
の一つである「包括的民間委託」（複数業務・複数年契約）の導入を検討
しています。

導入検討にあたり、民間事業者の皆様の参入意向や事業内容などに
対する考えを把握することを目的として、アンケートを通してアイデアや意
見等を調査する「サウンディング型市場調査」を実施するものです。

サウンディング型市場調査の目的
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単位：km
管路延長

安威川流域下水道 41.7
猪名川流域下水道 54.1
淀川右岸流域下水道 36.7
淀川左岸流域下水道 21.7
寝屋川北部流域下水道 79.0
寝屋川南部流域下水道 100.5
大和川下流西部流域下水道 48.4
大和川下流東部流域下水道 50.6
大和川下流南部流域下水道 26.5
南大阪湾岸北部流域下水道 55.9
南大阪湾岸中部流域下水道 29.6
南大阪湾岸南部流域下水道 24.0

北部流域下水道

東部流域下水道

南部流域下水道

流域名

下水道事業の現状

流域下水道の位置図

○管渠管理延長
大阪府流域下水道全体 ５６８．７ｋｍ
・北部流域下水道管内 １３２．５ｋｍ
・東部流域下水道管内 ２０１．２ｋｍ
・南部流域下水道管内 ２３５．０ｋｍ

・東部流域下水道管内では、昭和４０年に全国で初めて流域下水道事業に
着手しています。 （着手年度：Ｓ４０寝屋川流域、Ｓ４６淀川左岸流域）

北部流域下水道管内
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東部流域下水道管内

南部流域下水道管内



ヒトの課題 モノの課題 カネの課題

■職員の高年齢化が進行
■職員数が減少

■施設ストックが増加
■老朽化（50年超）が進行

■維持管理費が増加
■修繕や改築需要が増加

職員数は、平成20年度から
比べ2割減少

20年後には、老朽化管渠が
約113ｋｍ（5割超）に増加

巡視、点検、調査及び補修
等の維持管理費が急増

下水道事業の課題への対応
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民間事業者の技術力・ノウハウを最大限に活用

持続的かつ効率的に維持管理を行うことで
「安定した下水道サービスの提供」

総管路延長 増加傾向



民間活力の活用（官民連携手法の全国実績）
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包括的民間委託により想定される効果

導入により想定されるメリット

大

阪

府

民間ノウハウの活用による
業務の効率化

民
間
事
業
者

複数年契約に伴う長期間の
業務量及び雇用の安定確保

複数年契約やパッケージ化に
よる発注業務軽減

契約手続きの負担軽減

パッケージ化による諸経費等
のコスト縮減

創意工夫による
効率的な業務消化とコスト縮減

突発的な事象などに対する
迅速な対応

複数年契約による
業務量の平準化

データ収集・整理の負担軽減
長期大口契約による消耗品・材
料費のコスト縮減
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包括的民間委託の他団体による先行事例

計画的業務を基本に地域的な状況を踏まえた業務を付加してパッ
ケージ化するのが標準的。

対象業務は参入意向調査の結果を踏まえ、民間事業者の創意工夫
が発揮されやすい業務パッケージになっている。
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出典：下水道管路施設の管理業務における包括的民間委託導入ガイドライン



想定事業スキーム【現在検討中】
大阪府流域下水道の中から、老朽化の進行が著しい

東部流域下水道管内を試行的に選定

布設年度別管路延長

対象エリア

淀川左岸、寝屋川北部、寝屋川南部の３流域下水道
約２０１．２ｋｍ
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令和５年（下期）を想定～（５ヵ年程度）
対象期間

管渠、マンホール、マンホール蓋、水みらいセンター内返流水配管等

対象施設

仕様発注
発注方式

包括的民間委託の対象範囲



想定事業スキーム【現在検討中】

委託者 大阪府
（東部流域下水道事務所）

受託者（共同企業体、グループ）

契約

代表企業

構成員A 構成員B 構成員D構成員C 構成員E ・・・・・

※代表企業は包括的民間委託全体のとりまとめを行う。
※構成員の各社は、他業務との兼務を可とすることを想定している。
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包括的民間委託における民間事業者と大阪府との関係イメージ



対象業務の内容（１）【現在検討中】

（１）計画的維持管理

①点検計画策定 ［約２０１．２ｋｍ］

・施設の特性や重要度、点検、修繕データ等を評価・検証し、点検計画を策定する。

②点検・調査、診断・評価 ［原則１０年に１回、腐食Ｂ以上等は５年に１回］

・施設の現状を把握するとともに、緊急対応や詳細調査、修繕・改築等対策の要否等を診

断・評価する。

※管渠調査（潜行目視及びＴＶカメラ調査）（マンホール調査含む）：約100ｋｍ/５年間
③清掃業務 ［増補幹線：1回/年・約2ｋｍ・約300m3、伏越し：1回/5年、18箇所］
・供用中の増補幹線内及び伏越し人孔の清掃、堆積汚泥除去及び運搬業務を実施する。

④対策計画策定 ［②の結果による］

・点検、診断・評価結果や重点化指標等に基づき、修繕・改築の対策計画を策定する。

⑤修繕工事（修繕・改築設計含む）

・対策計画に基づき、実施設計を行い計画的に修繕の対策工事を実施する。

管渠修繕工事（クラック、漏水、腐食等） ：要対策（修繕）延長＝3.3ｋｍ/5年
マンホール修繕工事：蓋取替＝約20箇所/年、要対策（修繕）箇所＝12箇所/5年
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（２）日常的維持管理

⑥巡視点検計画策定 ［約２０１．２ｋｍ、マンホール蓋約１２２０箇所］

・施設の特性や重要度、点検、修繕データ等を評価・検証し、巡視点検計画を策定する。

⑦巡視・点検 ［原則１年に２回］

・巡視点検計画に基づき、不具合の早期発見、早期対応を図るために巡視・点検を実施

する。

⑧苦情・要望対応 ［発生後速やかに］

・本府が受付けた、府民や道路管理者等からの苦情や要望の現地確認を実施し、対応策

を提案する。※年間10件程度を想定
⑨緊急対応業務 ［作業方針の決定後速やかに］

・管路施設の突発的な不具合等について、規模等の現場状況に応じて、本府が決定する

作業方針に基づき調査・修繕工事を実施する。※年間１千万円程度を想定

⑩他工事埋設調査対応業務 ［東部流域下水道事務所での常駐勤務（９時～１７時）］

・地下埋設物調査、施工通知及び道路法３４条協議の受付、埋設物の机上確認、審査

を実施する（現地立会業務や重要な近接協議は含まない）。※約１千件（令和2年度実績）
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対象業務の内容（２）【現在検討中】



（３）下水道ＢＣＰ

⑪災害等対応 ［全ての管路対象施設］

・発災後の非常時対応として、データ類の保護、管渠の一次調査、緊急輸送路における

交通障害対策、管渠の二次調査ができる体制を確保する。

※別途、下水道法に基づく「災害時維持修繕協定」の締結に基づき随意契約対応を想定。

（４）統括管理業務

⑫統括管理業務 ［全業務を対象］

・計画的維持管理、日常的維持管理の実施を踏まえ、評価・検証を行い、継続的にＰＤＣＡ

サイクルにより業務を向上させる。

⑬データ蓄積・管理 ［全ての管路対象施設］

・計画的維持管理（①～⑤）の巡視・点検・調査・修繕・改築等の履歴データを一元的に蓄

積・管理する。

・日常的維持管理（⑥～⑨）の巡視・点検・苦情・要望・修繕等の実施データを一元的に蓄

積・管理する。

※受託者が使用できる下水道管路情報システムを活用することとし、大阪府建設CALSシステムとのデータ連携を想定。
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対象業務の内容（３）【現在検討中】
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令和５年度
③募集・選定・契約

令和３年度
①導入検討

同年度
事業開始

令和４年度
②公告準備

導入スケジュール【現在検討中】

○令和３年度
・サウンディング型市場調査等を踏まえた実施方針（案）の決定

○令和４年度
・入札方式や契約方式の決定
・事業スケジュールの決定

○令和５年度（上期）【想定】
・選定基準に関する有識者等による事業者選定委員会の設置
・応募企業を募集し、事業者を選定
・契約締結後、引継を実施（約１～２か月）

○令和５年度（下期）【想定】
・事業開始
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用語の定義
本説明資料及びアンケート調査票で用いる用語を以下のとおり定義する。
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